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令和７年度国民健康保険料の料率について 

 

国民健康保険料の料率については、当該年度の被保険者数、世帯数及び国民健康

保険財政の収支を勘案して算定しています。 

令和７年度の国民健康保険料については、次のとおり料率を決定したのでご報告

するものです。 

１ 国民健康保険料について 

国民健康保険は、平成３０年度からの国保財政の県単位化により、医療費の保

険負担分を国・県の負担と県が市町村ごとに毎年度決定する納付金で賄うことと

しています。この納付金を保険料として被保険者世帯に負担いただいています。 

 

２ 被保険者数及び世帯数 

令和２年度及び３年度の被保険者数は、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り被保険者数の減少は下げ止りましたが、令和４年度以降は全世代型社会保障の

構築に向けた被用者保険の適用拡大や団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行

により、被保険者数が毎年度減少しています。 

令和６年度末時点の被保険者数については、７１，５９８人（４９，８２９世

帯）ですが、令和７年度の年間平均見込者数は、７０，５１０人（４９，４０７

世帯）として保険料を算定しています。 

（単位：人・世帯） 

 ４年度平均 ５年度平均 ６年度平均 ７年度平均見込み 

被保険者数 ８０,８６８ ７５,０３５ ７３,９４２ ７０,５１０ 

世帯数 ５４,２８５ ５２,３１５ ５０,９６９ ４９,４０７ 
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３ 令和７年度国民健康保険料率の考え方 

令和７年度の国民健康保険料率については、令和６年度の決算見込みを踏まえ、

被保険者数は減少しているものの、所得割額の増が見込まれること、繰越金が増

加していること、県への納付金額が減少していることなどにより、据置きとしま

した。 

 (１) 財政見通し 

ア 保険料収入 

賃金の引上げ等に伴う所得増が一定見込まれる状況にありますが、被保険

者の総所得金額の分布をみると、年間所得２００万円未満の世帯が前年度と

同様に全体の７０％を占め、５０万円単位の所得分布は令和５年度と令和６

年度がほぼ変わらない状況にあり、被保険者数及び世帯数の減による均等

割・平等割の減の影響も考慮すると、保険料収入は令和６年度とほぼ同水準

になるものと試算しています。 

イ 納付金 

納付金額は、被保険者数の減により、前年度比約４．３億円減の約１１５

億６，０００万円となっています。 

ウ 繰越金 

令和６年度の決算見込みは、保険料の改定等により、単年度収支額が約４

億８，６００万円、繰越金は約６億２，７００万円となる予定です。 

エ 基金及び法定外繰入 

令和６年度末の基金残高は１０億７４３万円の見込みで、健全な国保財政

を運営する上で、基金の規模は一定程度維持する必要があります。一方で、

決算補填目的の法定外繰入については、国から解消を強く求められています。 

 (２) 被保険者への影響 

令和６年度末時点の被保険者で試算した結果、所得階層別平均保険料は令和

６年度保険料と比較して、低所得世帯層で微減、高所得世帯層で微増となりま

した。 

 (３) 医療・保険情勢 

被保険者の高齢化や医療技術の高度化により、一人当たり医療費は、今後も

上昇していくと予測されることから、一人当たり納付金についても上昇してい
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くものと考えられます。 

また、被用者保険の適用範囲の拡大により、無所得、低所得者層の加入割合

が増加することが想定されるとともに、県が進めている保険料水準の県内統一

に当たり、県内他市町村と比較して医療費水準が低い本市においては、今後納

付金の急激な上昇に直面するものと予測されます。 

４ 令和７年度国民健康保険料率 

料率は、令和６年度と同一とし、賦課限度額のみ法令に基づき変更します。 

合計賦課限度額は、１０６万円から１０９万円に変更となります。 

 (１) 医療分 

所 得 割  所得割算定基礎額×６．９４％ 

均 等 割  加入者数×２８，５６０円 

平 等 割  １世帯当たり１８，４８０円 

賦課限度額  ６６０，０００円（前年度＋１０，０００円） 

 (２) 後期高齢者支援金分 

所 得 割  所得割算定基礎額×２．９７％ 

均 等 割  加入者数×１１，８８０円 

平 等 割  １世帯当たり７，６８０円 

賦課限度額  ２６０，０００円（前年度＋２０，０００円） 

 (３) 介護分 

所 得 割  所得割算定基礎額×２．５５％ 

均 等 割  加入者数×１２，４８０円 

平 等 割  １世帯当たり６，０００円 

賦課限度額  １７０，０００円（前年度と変更なし。） 

５ 被保険者 1 人当たり保険料 

令和７年度の平均被保険者数で試算した１人当たり保険料は、１３２，２４１

円で、前年度比３，７９９円（２．９６ポイント）の増の見込みとなっています。 

（単位：円） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

１０４,４４１ １１０,０３７ １１９,３９８ １２８,４４２ １３２,２４１ 
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６ 参考 

 (１) 令和６年度国民健康保険事業費特別会計決算見込み 

   歳入総額                   ３７，７４４，０６６千円・・・Ａ 

   歳出総額             ３７，１１７，２８６千円・・・Ｂ 

   令和６年度実質収支額（Ａ － Ｂ）   ６２６，７８０千円・・・Ｃ 

   前年度実質収支額             １４０，７７６千円・・・Ｄ 

   単年度収支額（Ｃ － Ｄ）       ４８６，００４千円         

令和６年度の決算見込みは、保険料の改定に加え、被保険者数、加入世帯所

得が当初の見込みより増加したことにより、単年度収支額が約４億８，６００

万円、令和６年度実質収支額（繰越金）は約６億２，７００万円となる見込み

です。 

なお、令和６年度末の基金残高は、１０億７４３万円の見込みです。 

 (２) 納付金の推移 

令和７年度の県の納付金算定額は約１１５億６，０００万円で、「被保険者数

の減」とそれに伴う「保険給付費見込額の減」に伴い、前年度に比べ約４．３

億円の減、一人当たり納付金額は約３，３００円の減となっています。 

しかしながら、医療の高度化等から１人当たり保険給付費が増加する傾向に

あることや、高齢化に伴う後期高齢者支援金の増額が見込まれること、令和８

年度に子ども・子育て支援金制度が創設されることにより、本市の一人当たり

の納付金についても、上昇していくものと考えています。 

以  上   

（事務担当 福祉部保険年金課） 

 

 


